
「令和4年11月分」

事業者
九州運輸
局内

運輸支局
内

当該(営)
違反点数

天草くすうら観光バス株式
会社
（法人番号6330001019026）
代表者蓮池伸一

本社営業所

熊本県天草市楠浦町10444
番地15

熊本県天草市楠浦町10444
番地15

有限会社モリ運送
（法人番号6350002017539）
代表者森惠二

本社営業所

宮崎県串間市大字大平字
松山原5808番地9

宮崎県串間市大字大平字
松山原5808番地9

有限会社川端屋運送
（法人番号2330002028392）
代表者川端ミスヱ

本社営業所

熊本県天草市新和町小宮
地4730番地の1

熊本県天草市新和町小宮
地4730番地の1

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

1点 1点

道路運送法第27条
第3項

令和4年10月20日、監査実施。5件の違
反が認められた。(1)点呼の記録事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第
25条）、(3)日雇い運転者等の選任禁止
違反（運輸規則第36条第1項）、(4)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(5)運転者に対する指導
監督の記録又は指導監督の記録保存違
反（運輸規則第38条第1項）

2点 2点 2点 2点

令和4年11月8日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和4年10月26日、監査実施。3件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載
事項不備違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(2)運転者に対する指導監督の記録
又は指導監督の記録保存違反（運輸規
則第38条第1項）、(3)整備管理者の研修
受講義務違反（運輸規則第46条）

1点 1点

違反点数付与状況
（累積違反点数）

令和4年11月2日
輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第1
項、法第27条第3項

令和3年12月8日、監査実施。4件の違反
が認められた。(1)運賃料金事前届出、
運賃料金変更事前届出違反（道路運送
法第9条の2第1項）、(2)運送引受書の記
載事項不備違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下｢運輸規則｣第7条の2第1
項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運
輸規則第25条）、(4)乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

12点 12点 12点 12点

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

令和4年11月17日 文書警告

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要



「令和4年11月分」

事業者
九州運輸
局内

運輸支局
内

当該(営)
違反点数

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

丸亀観光株式会社
（法人番号8290801014336）
代表者堀一一

本社営業所

福岡県直方市大字中泉
1182番地24号

福岡県直方市大字中泉
1182番地24号

株式会社枡屋マリンタク
シー
（法人番号3330001015317）
代表者磯崎洋隆

本社営業所

熊本県天草市牛深町1550
番地105

熊本県天草市牛深町1550
番地105

対馬交通株式会社
（法人番号3310001010732）
代表者伊藤修二

厳原営業所

長崎県対馬市厳原町大字
小浦144番地7

長崎県対馬市厳原町大字
小浦144番地7

0点 0点

0点 0点令和4年11月21日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和4年10月19日、監査実施。2件の違
反が認められた。(1)点呼の記録事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第37条第1項）

0点 0点

令和4年11月18日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和4年10月18日、監査実施。4件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載
事項不備違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗
務（運輸規則第21条第5項）、(3)乗務等
の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(4)運行指示書の記載事項義務違
反（運輸規則第28条の2第1項）

0点 0点

令和4年11月28日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和4年9月26日、監査実施。1件の違反
が認められた。(1)運転者に対する指導
監督違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項）

6点 6点 6点 0点



「令和4年11月分」

事業者
九州運輸
局内

運輸支局
内

当該(営)
違反点数

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

対馬交通株式会社
（法人番号3310001010732）
代表者伊藤修二

上県営業所

長崎県対馬市厳原町大字
小浦144番地7

長崎県上県郡上対馬町大
字比田勝字神の山650-3

対馬交通株式会社
（法人番号3310001010732）
代表者伊藤修二

豊玉営業所

長崎県対馬市厳原町大字
小浦144番地7

長崎県下県郡豊玉町大字
仁位字桜町1295-1

ユタカ交通株式会社
（法人番号9120901020084）
代表者末永政敏

九州支店営業所

大阪府池田市住吉2丁目1
番24号

長崎県佐世保市棚方町273
番地1

令和4年11月28日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和4年9月26日、監査実施。4件の違反
が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれ
のある乗務（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、
(2)運転者に対する指導監督違反（運輸
規則第38条第1項）、(3)特定運転者に対
する特別な指導監督違反（運輸規則第
38条第2項）、(4)特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（運輸規則第38条
第2項）

6点 6点

令和4年11月28日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和4年9月26日、監査実施。2件の違反
が認められた。(1)運転者に対する指導
監督違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第38条第1項）、(2)
特定運転者に対する特別な指導監督違
反（運輸規則第38条第2項）

6点 6点

令和4年11月28日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和4年9月30日、監査実施。1件の違反
が認められた。(1)運転者に対する指導
監督違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項）

26点 1点

6点 4点

6点 2点

1点 1点


